
「佐久市文化振興計画（案）」 

パブリックコメント実施結果 

 

１ 意見募集の概要 

 

（１）意見募集期間 平成２４年７月２日（月）～平成２４年７月２３日（月） 

 

（２）案の公表方法 

① 佐久市ホームページへの掲載 

② 市役所市民ホール、文化振興課窓口、各支所総務課窓口に閲覧用として設置 

③ 広報紙・ＦＭ さくだいらによる周知 

 

（３）意見募集方法 ※指定の様式なし 

①文化振興課へ持参 

②郵送 

③電子メール 

④ＦＡＸ 

 

２ 意見募集の結果 

 

（１）提出された意見 １１件・５人 

（２）意見の概要とそれに対する市の考え方別紙のとおり



佐久市文化振興計画(案)に係るパブリックコメントでいただいた意見とそれに対する市

の考え方 

№ 
計画案の該当箇所 

意見・提言要旨 市の考え方 
項目 

1 施策１ 

文化芸術を楽しむ心

を育成します。 

例えば「宇宙ロマンあふれる

街」や「書道の街」・「バルー

ンの街」など大きなテーマを設

け長期間取り組み、佐久市のイ

メージ創りをする内容を加えて

はどうか。 

現在、文化振興に関する

様々な取り組みを行う中、

本計画は大きな方向性を

示す計画としております。 

このため、すべての取組

を具体的に計画の中に記

載していません。 

ご提案のテーマについ

ては、今後この計画を基に

新たな取り組みを始める

際の参考とさせていただ

きます。 

なお、「書」に関する事

業は施策７の取り組みと

して含まれると考えます。 

2 施策１ 

文化芸術を楽しむ心

を育成します。 

健常者、障がい者問わずに、

誰でも気軽に参加できて、心の

癒しになる文化芸術活動の企画

を開催していただきたい。 

施策１の具体的な取り

組みとして参考とさせて

いただきます。 

3 施策１ 

文化芸術を楽しむ心

を育成します。 

最近は良く行われていますが、

夏フェス（野外音楽フェスティ

バル）は観光として、また文化

として地域の名前が大きく前面

に出るイベントです。 

イベントと文化は違うとは思

いますが佐久バルーンの様に回

数を重ねるごとに文化に移行す

ることもあります。大変な企画

と運営ですが是非、佐久に音楽

をキーワードに実行委員会を組

織してフェス（文化）を生み出

していただければと思います。 

上記のとおりです。 



4 施策２ 

文化芸術活動を行う

人や団体を育成しま

す。 

市民自らが企画し運営してい

くような団体には一層の支援が

必要と思います。 

 施策２の具体的な取り

組みとして参考とします。 

5 施策４ 

伝統行事や先人の残

した業績・功績を伝

承します。 

小中学校で歴史上佐久市に関

係の深い人物や建造物など、学

ぶ機会があればよい。 

施策４の具体的な取り組

みとして参考とします。 

6 施策６ 

親しまれる文化施設

の運営を行います。 

施設運営に軽重をつけ、そこ

から削減した資源を新しいイベ

ントやそれに関する施設の運営

に集中投資したほうが良いと思

う。 

施策６の具体的な取り組

みの参考とします。 

7 施策６ 

親しまれる文化施設

の運営を行います。 

入館料を無料にすれば気軽に

文化芸術に触れられる。  

受益者負担の原則を踏ま

えつつ施策６の具体的な

取り組みの参考とします。 

8 施策６ 

親しまれる文化施設

の運営を行います。 

これは文化なのかわかりませ

んが、夏場のパラダスキー場の

利用方法を大人も楽しめるもの

にしたらいかがでしょう。 

現在は子供が中心のアクティ

ビティーですが、トレイル（山

林マラソン）コースの整備やマ

ウンテンバイクのコースの整備

など、例では富士見パノラマス

キー場は冬スキー、夏自転車コ

ースになっています。 

子供から大人まで楽しめるも

のになれば良いと思います。 

スポーツも広義には文

化に含まれると考えます

が、この計画では含んでお

りません。 

（４頁の文化振興計画に

おける文化の領域参照） 

9 施策７ 

文化芸術による交流

を拡大します。 

佐久市のイメージ創りと同時

に、観光資源として活用し市

外・県外の研修・見学や観光客

の増加につなげる 

施策７に含まれると考え

ます。 



10 施策７ 

文化芸術による交流

を拡大します。 

現在海外の都市と姉妹都市の提

携を行っており、文化芸術によ

る交流拡大の内容に海外との交

流の視点も必要と考えます。 

海外に姉妹都市があり、

今後これらの都市と文化

芸術を通じた交流事業を

検討することは必要と考

えるため、「基本方針４」

及び「施策７」の一部を変

更します。 

11 施策７ 

文化芸術による交流

を拡大します。 

文化振興計画を公民館活動の一

環として行うのはわかります

が、地域内交流だけになりそう

です。大きな文化会館を造って

日本中、いや世界中から劇団、

楽団を呼んで本物の芸術に触れ

る機会を作り、それを核に佐久

市の村おこしにつなげることが

必要と思います。 

海外との交流の視点は

上記のとおりです。 

大きな文化会館建設に

ついては住民投票の結果

を尊重します。 

 


